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函館市観光誘客促進事業「はこだて割」助成金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，新型コロナウイルス感染症（以下「感染症」とい 

う。）の影響により落ち込んだ観光需要の早期回復を図るため，函館 

市内における宿泊を伴う旅行商品等を造成・販売する旅行会社や宿泊 

事業者に対し，予算の範囲内において，宿泊代金等から割引額を助成 

金として交付する函館市観光誘客促進事業「はこだて割」（以下「「 

はこだて割」」という。）を実施することとし，その助成金の交付に 

関し必要な事項を定めるものとする。 

（事業実施者） 

第２条 函館市（以下「市」という。）から「はこだて割」の運営業務 

を委託された者（以下「事務局」という。）が助成金の交付を実施す 

る。 

（対象商品） 

第３条 助成金の対象となる商品（以下「対象商品」という。）は，市 

内にある宿泊施設（「はこだて割」に参加する施設に限る。）での宿 

泊サービスを伴う宿泊旅行商品および交通付き旅行パッケージ商品（ 

以下「パッケージ商品」という。）とし，次の各号に掲げる商品の区 

分に応じ，当該各号に定める要件を満たすものとする。 

(1) 宿泊旅行商品 １人１泊当たり（部屋貸しの宿泊旅行商品にあっ 

ては，１室１泊当たり）の販売価格（消費税および地方消費税なら 

びにサービス料の相当額を含む。以下同じ。）が３，０００円以上 

であること。 

(2) パッケージ商品 １人当たりの販売価格が１０，０００円以上で 

あること。 

２ 助成金の対象となる期間は，令和４年１１月１日から令和５年１月 

３１日までの利用分（令和５年２月１日チェックアウト分まで）とす 

る。ただし，令和４年１２月２９日から令和５年１月３日までの期間 

中は，対象外とする。 
３ 参加事業者（第９条の交付決定を受けた事業者をいう。以下同じ。） 
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は，対象商品の販売に際し，「はこだて割」の対象商品であることを 

明らかにするため，商品名に「はこだて割」の名称を付すとともに， 

本来の販売価格および助成を受けた後の販売価格と併せ，助成金の額 

（「はこだて割」による割引額をいう。）を明記しなければならない。 

４ 参加事業者は，別に定めるところにより，利用申込書の記入および 

提出ならびに利用者のワクチン接種歴または検査結果が陰性であるこ 

との確認（以下「ワクチン接種歴等の確認」という。）その他の必要 

事項について，利用者に説明しなければならない。 

５ 参加事業者は，別に定めるところにより，利用者のワクチン接種歴 

等の確認を行わなければならない。 

６ 対象商品に係るサービスを提供する各施設等は，北海道が定める「 

新北海道スタイル」の構築に向けた取組を実施し，または業界団体が 

示すガイドラインを参考に感染予防の対策に継続的に取組むなど，宿 

泊者が安心して利用できる環境を提供するものに限るものとする。 

７ 第１項から前項までの規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該 

当するものは助成金の対象外とする。 

(1) 感染症のまん延防止等重点措置または緊急事態措置の適用を受け， 

市が「はこだて割」の停止等を決定した場合 

(2) 利用申込書が提出されない場合 

(3) ワクチン接種歴等の確認に係る要件を満たさない場合 

(4) 施設を予約したが，実際には利用しないいわゆる「ノーショウ」 

と呼ばれる行為 

(5) 取引先等の関係者への優先販売 

(6) 販売方法等が不明瞭なもの 

(7) その他，事務局が不適当と認めるもの 

８ 前項第１号の規定にかかわらず，市長が特に認めるときは，別に定 

めるところにより，助成金の対象とすることができる。 

（助成額） 

第４条 助成金の額は，次の各号に掲げる商品の区分に応じ，当該各号 

に定めるとおりとし，対象商品の購入１回につき３連泊分までの額を 
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上限とする。 

(1) 宿泊旅行商品 販売価格の２分の１以内の額とし，１人１泊当た 

り（部屋貸しの宿泊旅行商品にあっては，１室１泊当たり）10,000 

円を上限とする。 

(2) パッケージ商品 １人１泊当たり５，０００円とする。 

２ 対象商品の購入回数に制限は設けないものとする。ただし，同一の 

宿泊施設等に係る対象商品を複数回に分けて購入し，実質的に４連泊 

以上の利用となる場合（当該利用の途中におけるチェックアウトの有 

無を問わないものとする。）においては，前項の規定にかかわらず， 

当該利用の初日から起算して，３連泊分までに限り助成金の対象とす 

る。 

 （対象事業者） 

第５条 助成金の交付対象となる事業者（以下「対象事業者」という。） 

は，令和４年６月８日において，次の各号のいずれかに該当する者と 

する。 

(1) 市内にある宿泊施設を運営する者（風俗営業等の規制及び業務の 

適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第５項 

に規定する「性風俗関連特殊営業」または同条第６項に規定する「 

店舗型性風俗特殊営業」を営む者を除く。）のうち，次のいずれか

に該当するもの 

ア 旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第３条第１項の規定に 

より旅館業（下宿営業を除く。）の許可を受けた者のうち，同法 

第２条第２項に規定する「旅館・ホテル営業」または同条第３項 

の「簡易宿所営業」を営むもの 

イ 住宅宿泊事業法（平成２９年法律第６５号）第３条第１項の規 

定により「住宅宿泊事業」を営む旨の届出をした者 

(2) 旅行業法（昭和２７年法律第２３９号）に基づき旅行業の登録を 

受けた法人であって，北海道内に本社または支店（営業所等）があ 

る者 

(3) 日本国内に法人格を有するＯＴＡ（Online Travel Agent）であ 
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り，相応の実績を持つと認められる者 

(4) 対象事業者として事務局が適当と認める者 

（対象事業者の遵守事項） 

第６条 対象事業者は，次に掲げる事項を守らなければならない。 

(1) 自己または自社の役員等が，次のいずれにも該当する者であって 

はならない。 

  ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平 

成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以 

下同じ） 

イ 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 

２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

ウ 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

エ 自己，自社もしくは第三者の不正な利益を図る目的または第三 

者に損害を加える目的をもって，暴力団または暴力団員を利用し 

ている者 

オ 暴力団または暴力団員に対して賃金等を提供し，または便宜を 

供与する等直接または積極的に暴力団の維持もしくは運営に協力 

し，または関与している者 

カ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有して 

いる者 

キ 暴力団または暴力団員であることを知りながらこれを利用して 

いる者 

 (2) 前号のイからキまでに掲げる者が，その経営に実質的に関与して 

いる法人その他の団体または個人であってはならない。 

 (3) 第９条または第１０条の規定により事務局が通知する助成金額を 

超えて対象商品の販売を行わないこと。 

 (4) 当事業により宿泊サービスの提供を受けようとする者に対して， 

事前に感染症対策に係る警戒情報をホームページ等により確認し， 

行動するように周知すること。 

 （キャンセル料についての取扱い） 
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第７条 第３条第７項第１号に該当し，購入者が対象商品の予約を取り 

消した場合のキャンセル料については，当該購入者と参加事業者との 

間で締結した契約に基づき処理することを原則とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，市長が特に認めるときは，当該キャンセ 

ルによって対象事業者に生じた損害のうち，市長が認める費用につい 

て，助成予定額の範囲内で市が負担することができる。 

３ 前項の規定を適用するにあたり必要な事項は，別に定める。 

（助成金の交付申請） 

第８条 「はこだて割」への参加を希望し，助成金の交付を受けようと 

する対象事業者は，別に定める期限までに，次の各号に掲げる書類（ 

以下「申請書類」という。）を事務局に提出するものとする。 

(1) 函館市観光誘客促進事業「はこだて割」助成金交付申請書（別記 

第１号様式または別記第１号様式の２） 

(2) 誓約書（別記第２号様式） 

(3) 口座確認書（別記第３号様式） 

(4) 前号の指定口座通帳の写し 

(5) その他事務局が必要と認める書類 

２ 前項の申請書類の提出は，インターネット申請の方法によることを 

原則とする。ただし，インターネット環境がない等やむを得ない事情 

がある場合は，郵送による提出を認めるものとする。 

（助成金の交付決定） 

第９条 事務局は，前条の申請があったときは，申請書類の内容を審査 

し，市と協議の上，助成金額を決定し，函館市観光誘客促進事業「は 

こだて割」助成金交付決定通知書（別記第４号様式）により申請者に 

通知するものとする。 

（販売状況等の確認および交付決定額の変更） 

第10条 事務局は，参加事業者ごとの対象商品の販売状況等を日々確認 

するものとする。 

２ 事務局は，参加事業者ごとの販売状況等を勘案し，市と協議の上， 

前条の規定により通知した助成金額を変更することができる。 
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３ 事務局は，前項の規定により助成金額を変更したときは，函館市観 

光誘客促進事業「はこだて割」助成金交付決定変更通知書（別記第５ 

号様式）により当該参加事業者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第11条 参加事業者は，当月１日から末日までの実績について，別に様 

式を定める実績報告書により，翌月１５日までに事務局に報告しなけ 

ればならない。 

（助成金の額の確定） 

第12条 事務局は，参加事業者から前条の実績報告があったときは，そ 

の内容を審査の上，助成金の額を確定し，別に様式を定める助成金交 

付額確定通知書により，当該参加事業者に通知しなければならない。 

２ 事務局は，前項の審査において実績報告の内容に不備または疑義が 

あると認めるときは，追加資料の提出を求めるなど必要な確認を行わ 

なければならない。 

３ 参加事業者は，事務局から追加資料の提出等の求めがあったときは， 

これに応じなければならない。 

（助成金の請求） 

第13条 参加事業者は，事務局から前条第１項の通知があったときは， 

別に様式を定める請求書により，事務局に助成金の交付を請求するも 

のとする。 

（助成金の交付） 

第14条 事務局は，前条の規定による適正な請求書を受理した日から30 

日以内に，当該参加事業者の指定口座に助成金を支払うものとする。 

（助成金の交付条件） 

第15条 助成金の交付に付する条件は，次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 本要綱の規定に従うこと。 

(2) 参加事業者は，「はこだて割」に係る経費について，帳簿および 

すべての証拠書類を備え，他の経費と明確に区分して整理し，常に 

その収支の状況を明らかにしておかなければならない。 

(3) 参加事業者は，「はこだて割」に関する帳簿および証拠書類を整 
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備し，助成金の交付を受けた年度の翌年度から５年間保管しておく 

こと。 

（状況報告および調査） 

第16条 事務局は，必要に応じて参加事業者から報告を求め，または調 

査することができる。 

２ 参加事業者は，前項の報告および調査の実施を拒否してはならない。 

（助成金の交付決定の取消し） 

第17条 事務局は，参加事業者がこの要綱の規定に違反した場合や不正 

な申請を行った場合は，助成金の交付決定の全部または一部を取り消 

すことができる。 

２ 前項の規定は，助成金を交付した後においても適用する。 

（助成金の返還） 

第18条 事務局は，助成金の交付決定を取り消した場合において，参加 

事業者の当該取消しに係る部分に関し，その返還を命じるものとする。 

２ 前項の命令を受けた参加事業者は，事務局が指定する期日までに助 

成金を返還しなければならない。 

（不正利用の防止について） 

第19条 参加事業者は，不正利用防止のために，不正利用を極力排除す 

るための措置を講じなければならない。 

（費用の負担） 

第20条 この要綱に基づく手続および「はこだて割」の実施に関し，参 

加事業者が不利益を被る場合であっても，市および事務局は一切の費 

用を負担しないものとする。 

（その他） 

第21条 この要綱に定めのない事項については，市と事務局が協議の上， 

決定する。 

   附 則 

この要綱は，令和３年３月１５日から施行する。 

   附 則 

この要綱は，令和３年１１月１８日から施行する。 
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   附 則 

この要綱は，令和３年１１月３０日から施行する。 

   附 則 

この要綱は，令和４年２月２５日から施行する。 

   附 則 

この要綱は，令和４年７月１３日から施行する。 
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別記第１号様式（第８条関係） 

令和  年  月  日  

 函館市観光誘客促進事業「はこだて割」事務局 

  事務局長 様 

 

所 在 地 

申請者名称 

代表者役職 

代表者氏名              ○印    

旅行業登録番号 

 

函館市観光誘客促進事業「はこだて割」助成金交付申請書 

 

 標記事業に参加し，助成金の交付を受けたいので，函館市観光誘客促進事業「はこだて割」

助成金交付要綱第８条の規定により関係書類を添えて申請します。 

記 

１ 対象事業者区分 

 (1) ｢旅館・ホテル営業｣を営む者  (3) 旅行会社（旅行業の登録を有する） 

 (2) 「簡易宿所営業」を営む者  (4) ＯＴＡ 

  ※ 函館市観光誘客促進事業「はこだて割」助成金交付要綱第５条に定める対象事業者のうち，該当する区分に○を 

記載すること。 

 
２ 施設情報(対象事業者区分(1)および(2)のみ)   

保健所に届け出している客室数 室 

 
３ ２０１９年の邦人販売実績 

 ２０１９年１月 ２０１９年２月 ２０１９年３月 合 計 

２０１９年同月の函館市内 
宿泊商品の邦人販売額 

円 円 円 円 

 
４ ２０１９年の邦人販売人泊数 

 ２０１９年１月 ２０１９年２月 ２０１９年３月 合 計 

２０１９年同月の函館市内 
宿泊商品の邦人販売人泊数 

人泊 人泊 人泊 人泊 

 
５ 関係書類 

(1) 誓約書（別記第２号様式） 
(2) 口座確認書(別記第３号様式) 
(3) 指定口座の通帳の写し（口座確認書に記載した内容が確認できること。） 

 
６ 連絡先 

 

会社・施設名  

郵便番号・住所 〒 

連絡先① 

職・氏名  

電話番号  携帯電話(緊急用)  

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

連絡先② 

職・氏名  

電話番号  携帯電話(緊急用)  

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  
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別記第１号様式の２（第８条関係） 

令和  年  月  日  

 函館市観光誘客促進事業「はこだて割」事務局 

  事務局長 様 

 

住  所  

職・氏名                 ○印   

 

 

函館市観光誘客促進事業「はこだて割」助成金交付申請書 

（住宅宿泊事業者用） 

 

 標記事業に参加し，助成金の交付を受けたいので，函館市観光誘客促進事業「はこだて割」助成金交

付要綱第８条の規定により関係書類を添えて申請します。 

記 

１ 届出住宅 

届出番号 届出年月日 届出住宅の住所 
住宅宿泊管理業者 

（委託している場合） 
宿泊可能人数 

    人 

    人 

    人 

    人 

    人 

    人 

    人 

    人 

 
２ 関係書類 
(1) 誓約書（別記第２号様式） 
(2) 口座確認書(別記第３号様式) 
(3) 指定口座の通帳の写し（口座確認書に記載した内容が確認できること。） 

 
３ 連絡先 

 

 住宅宿泊事業者（オーナー）の連絡先 住宅宿泊管理業者の連絡先 

会社・施設名   

郵便番号   

住所   

電話番号   

メールアドレス   

ホ ー ム ペ ー ジ U R L   
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別記第２号様式（第８条関係） 

 

誓   約   書 

 

 函館市観光誘客促進事業「はこだて割」事務局 

  事務局長 様 

 

 私は，この度の申請を行うに当たり，次の事項について誓約します。 

１ 函館市観光誘客促進事業「はこだて割」助成金交付要綱の規定に基づく決定に

対し，異議は一切申し立てません。 

２ 北海道が定める「新北海道スタイル」の構築に向けた取組を実施する，または

業界団体が示しているガイドラインを参考に，感染予防の対策に継続的に取り組

みます。 

３ 自己または自社の役員等が，次のいずれにも該当する者ではありません。 

(1) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ） 

(2) 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に

規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

(3) 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

(4) 自己，自社もしくは第三者の不正な利益を図る目的または第三者に損害を加

える目的をもって，暴力団または暴力団員を利用している者 

(5) 暴力団または暴力団員に対して賃金等を提供し，または便宜を供与する等直

接または積極的に暴力団の維持もしくは運営に協力し，または関与している者 

(6) 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

(7) 暴力団または暴力団員であることを知りながらこれを利用している者 

４ 第９条または第１０条の規定により事務局が通知する助成金額を超えて対象商

品の販売を行わないこと。 

５ 事務局から定期的または随時求められる各種実績等の報告や調査に対し，誠実

かつ滞りなく対応します。 

６ 助成金の不正受給があった場合は，法的な責任を負います。 

７ この誓約が虚偽であり，またはこの誓約に反したことにより，当方が不利益を

被ることとなっても，異議は一切申し立てません。 

 

  令和  年  月  日 

 

申請者名称 

代表者役職 

代表者氏名             ○印    
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別記第３号様式（第８条関係） 

 

令和  年  月  日  

 

 函館市観光誘客促進事業「はこだて割」事務局 

  事務局長 様 

 

              所 在 地  

              申請者名称  

代表者役職  

代表者氏名            ○印  

 

函館市観光誘客促進事業「はこだて割」口座確認書 

 

 函館市観光誘客促進事業「はこだて割」に係る口座情報について，函館 

市観光誘客促進事業「はこだて割」助成金交付要綱第８条の規定により届 

け出ます。 

 

（口座情報） 

 ※ 名義人の名称・フリガナは省略せずに正確に記入してください。 

  （正確に記入していないと，支払いができない場合があります） 

 

※上記口座の通帳の写しを添付すること 

 

金融機関名 
 

            （銀行コード：     ）     

本・支店名 
 

            （本・支店コード：    ） 

預 金 種 別 普通  ・  当座 

口 座 番 号  

フ リ ガ ナ  

名 義 人  
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別記第４号様式（第９条関係） 

 

令和  年  月  日  

 

（対象事業者の氏名または名称） 様 

 

函館市観光誘客促進事業「はこだて割」事務局   

           事務局長 

 

   函館市観光誘客促進事業「はこだて割」助成金交付決定通知書 

 

 令和  年  月  日付けで申請のあった標記助成金の交付について

は，内容審査の結果，下記のとおり決定したので，函館市観光誘客促進事

業「はこだて割」助成金交付要綱第９条の規定により通知します。 

 

記 

１ 施設名： 

 

２ 受付申請ＩＤ： 

 

３ 助成金の額   金         円 

 

４ 交付の条件等 

・ 交付要綱第１０条第２項の規定により，助成金の額を変更するこ

とがあります。 

・ 交付要綱第１５条の規定を遵守すること。 

・ 交付要綱第１７条および第１８条の規定により，交付決定の取消

しおよび助成金の返還を行うことがあります。 
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別記第５号様式（第１０条関係） 

 

令和  年  月  日  

 

（対象事業者の氏名または名称） 様 

 

函館市観光誘客促進事業「はこだて割」事務局   

 事務局長 

 

   函館市観光誘客促進事業「はこだて割」助成金交付決定変更 

通知書 

 

 令和  年  月  日付けで申請のあった標記助成金の交付について

は，下記のとおり変更することと決定したので，函館市観光誘客促進事業

「はこだて割」助成金交付要綱第１０条第３項の規定により通知します。 

 

記 

１ 施設名： 

 

２ 受付申請ＩＤ： 

 

３ 助成金の額（変更後）   金         円 

 

４ 交付の条件等 

・ 交付要綱第１０条第２項の規定により，助成金の額を変更するこ

とがあります。 

・ 交付要綱第１５条の規定を遵守すること。 

・ 交付要綱第１７条および第１８条の規定により，交付決定の取消

しおよび助成金の返還を行うことがあります。 

 


